
かしこい消費者をめざそう！

大和高田市消費生活センターでは、悪質商法やトラブルなどの被害未
然防止と消費生活に関する知識を普及するため、消費生活相談員の出前
講座を開催しています。

自治会、高齢者学級、婦人会、PTAなどの団体・グループ

裏面の申込用紙に必要事項を記入し、下記申込先にご提出ください。

・講座実施日の1ヶ月前までにお申し込みください。
・会場の準備及び受講者の募集は申込者が行ってください。

大和高田市産業振興課 消費生活センター担当
（大和高田市大字大中98番地4 大和高田市役所2階）

TEL：0745-22-1101（内線2451）
FAX：0745-52-2801

ホームページもぜひご覧ください。

大和高田市消費生活センター 検索

対象者

無料

（ただし、会場費等は申込者負担でお願いします。）

申込方法

費用

申込先・お問合せ先



消費者問題出前講座申込書 

 

令和   年   月   日 

 

大和高田市産業振興課長 殿 

 

申請者 団 体 名                      

代 表 者 名                    印 

所在地(住所)                      

連 絡 先                      

 

下記のとおり、消費者問題出前講座を申し込みます。 

 

 

記 

 

出前講座希望日時 
令和    年    月    日（    ） 

午前・午後   時   分 ～ 午前・午後   時   分 

開催場所 

 

希望する講座内容 

 

参加（予定）者数 
                  名 

（必要な資料部数       部） 

 

以上 

 

 


